
 

カウンセリングオフィスＳＡＲＡでは「もっと多くの人にカウンセリングを」をモットーに多くの皆様か

らご支援をいただきながら、活動を行っています。その一環として、カウンセリングを必要としていなが

ら経済的に困窮しているためにカウンセリングの費用が出せず、適度な頻度でカウンセリングを受けられ

なかった方への新しい支援として、「ギフトカウンセリング たんぽぽ」を実施することとなりました。こ

の事業は横浜市の「よこはま夢ファンド」への支援を利用した制度で、寄付をしていただいた皆様の気持

ちから「まごころ」が花言葉である「たんぽぽ」の名前をつけています。支援の対象の条件に該当しご希

望の方がいらっしゃいましたら、下記をご参照いただき、お申し込みください。 

対象者  

 生活保護世帯および住民税非課税世帯の方 

 

支援内容   ※今年度から支援内容が変わりましたのでご注意ください！ 

通常 50 分 5,000 円の料金を 4 月～翌年 3 月の間の期間内で１２回に限り半額の 2,500 円の料金で

カウンセリングが受けられます。なお、１２回を超えるカウンセリングを希望される場合は、一度のみ

継続申請が可能です。それにより、年間最大 24 回までのご利用が可能となります。 

 

お申込方法  

注意事項をご確認いただき、下記の必要書類をご用意のうえ、担当カウンセラーにご提出ください。すべ

ての書類を提出していただいた次のカウンセリングから支援が開始となります。 

● ギフトカウンセリング タンポポ申請書 

 ●【生活保護の方】「生活保護受給証明書」または「生活保護受給者証」のコピー 

  【住民税非課税世帯の方】市区町村で発行の直近の「住民税非課税証明書」(中学生以下を除く世帯全員

分) ※非課税証明書については裏面をご参照ください 

 

注意事項  

・キャンセル料については、前日 20 時以降のキャンセルの場合は通常と同じキャンセル料 2,000 円、

予約時間間際もしくは無断のキャンセルの場合は半額のカウンセリングの枠 1 回分利用した扱いとし

て 2,500 円をいただきます。 

・情報提供書の作成料、心理検査の料金など、カウンセリングの料金以外につきましては、通常の料金

とさせていただきます。 

・2024 年 4 月～翌年 3 月の間で、12 回を超えるカウンセリングを希望される場合は、一度のみ再申

請が可能です。２４回を超える場合は、通常の料金でのカウンセリングとなります。期間内で１２回

の回数を利用しきれなかった場合でも、翌年分への繰り越しや換金などの対応はできません。2 か月

間カウンセリングの利用・連絡がなかった場合は残りの回数を放棄したとみなし、他の方のご利用分

として活用させていただきます。原則週 1 回のペースを超える利用はできません。 

・この事業は横浜市の「よこはま夢ファンド」による助成金による支援を受けて実施しており、皆様か

らの寄付額に応じて助成金が決まるため、支援を受けられる人数に限りがあります。そのため申込者

が多い場合は、お申し込みを締め切らせていただくことや、利用可能な回数を減らしての支援となる

ことがあります。あらかじめご了承ください。 

・お申し込みは 1 年ごとに行っていただきます。申込者多数の場合は生活状況などを加味して採用する

方を決めるため、助成金の額によっては既にお申込みいただいている方でも、翌年の 4 月からのお申

し込みが通らないこともあります。あらかじめご了承ください。 

・寄付者へのお礼メッセージや研究への協力を個人が特定されない形でお願いすることがあります。 

カウンセリングオフィスＳＡＲＡ 代表 

山口剛史 



 

住民税の非課税証明書の発行について 

 

・住民税(県民税・市民税など)の非課税証明書は証明書が必要な年度の 1 月 1 日に住民登録がある市区

町村で交付します。税務署で発行される所得税の非課税証明書ではありませんので、ご注意ください。 

・直近の年度の非課税証明書とは、申請の時点で取得が可能な 1 年分の非課税証明書になります。前年

の非課税証明書は 6 月 1 日以降に発行できるようになることが多いため、例えば 2019 年 4 月にタ

ンポポへ申請する場合、まだ市区町村では 2018 年１月 1 日～12 月 31 日の非課税証明書は発行の

準備ができていないので、2017 年 1 月 1 日～12 月 31 日の非課税証明書を提出する形となりま

す。直近の 1 年間で発行できる年度がどの年度になるのかは、市役所・区役所等での証明書の発行時

に窓口でお尋ねください。 

・生計を共にする方がいる場合はカウンセリングを受ける方だけではなく、中学生以下を除く世帯全員

分の住民税の非課税証明書をご提出ください。就労をしていない方でも証明書は必要です。 

・証明書発行にかかる手数料は各自でご負担ください。 

 

※本事業は横浜市の「よこはま夢ファンド」の助成事業です 

 


